
 

 

こどもの居場所づくり事業について 

 

（１）こども育成課の「こどもの居場所づくり事業」 

「すくすく かわごえ」に令和４年６月１９日にスタート。 

・対象者：こども・若者（１８歳未満） 

・見守り協力員（登録者現在２４名）が「無理なく活動できる」ことを前提に、協力員の都

合を調整し週３～４日程度、不定期で開催中。 

・平日：午後３時頃から午後８時頃まで、日曜日・祝日：午前１０時頃から午後４時頃ま

で、「自習スペース」「遊び場スペース」を提供（令和６年度から自習の日・遊びの日の

設定をなくし、どちらにも利用できるようにした）。長期休業中は午前中から開設。 

●利用状況（令和７年度） 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 年間合計

11日間 10日間 16日間 16日間 10日間 22日間 17日間 16日間 17日間 140日間

１年生 0 0 0 7 3 3 7 2 1 23

２年生 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3

３年生 2 0 4 12 1 2 1 1 1 24

４年生 7 0 14 6 2 13 11 42 43 138

５年生 0 3 5 4 5 3 0 1 0 21

６年生 0 4 0 7 8 6 0 5 6 36

１年生 0 0 0 0 5 8 0 1 0 14

２年生 9 12 8 0 3 8 3 4 2 49

３年生 0 0 2 0 0 2 3 0 0 7

１年生 0 5 0 1 0 0 0 2 1 9

２年生 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5

３年生 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6

乳幼児 2 0 2 0 1 0 1 0 0 6

保護者 11 1 6 9 9 6 7 7 2 58

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小学生計 11 7 24 36 19 27 19 51 51 245

中学生計 9 12 10 0 8 18 6 5 2 70

高校生計 0 8 2 3 0 2 0 2 3 20

その他計 13 1 8 9 10 6 8 7 2 64

33 28 44 48 37 53 33 65 58 399利用者計

高校生

開設日数

その他

中学生

小学生

月

小計
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（２）「りそなYOUTH BASE 川越」での２日間限定の自習スペースの開設 

 こどもの居場所づくり事業の一環として、埼玉りそな銀行川越支店と尚美学園大学の協力を

得て、中高生の自習の場として開設。埼玉りそな銀行川越支店からは場所の提供、尚美学園大

学からは受付、見守りを担う学生ボランティアの協力を得た。 

 日時：令和８年１月８日（木）・９日（金）、午後１時～５時 

 会場：りそなYOUTH BASE 川越（U_PLACE２階、埼玉りそな銀行川越支店ATMコーナー内） 

 利用者数：１月８日（木）＝０人 

      １月９日（金）＝１１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実施状況：会場内に机・イスを配置し、受付に学生ボランティアを配置（１月９日のみ）。

利用者は受付後、空いている席で自習を行う 

      利用者には利用報告書を提出してもらう。記載内容は、氏名、居住地、学年、利

用時間等。また、今回のような自習スペースを、また利用したいかのアンケート

を実施。１１人中１０人が、また利用したいと回答（１人は未回答） 

 今後：川越駅近くと立地条件が良いため、認知度が上がれば利用率も向上すると考えられ

る。この場所で行う場合は、人の配置が必須となるため、運営方法等を検討して定着

できるようにしていきたい 

 


